
 

補助金にかかる消費税等の仕入控除税額（返納額）がある場合の計算方法 

 
 

 ○返納額の計算方法 

  ＜課税売上高が５億円以下かつ課税売上割合が９５％以上の場合＞ 

 

 

 

 

 

  ＜課税売上高が５億円以上又は課税売上割合が９５％未満の場合＞ 

   ア 個別対応方式を採用している場合 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 一括比例配分方式を採用している場合 

 

 

 

 

 ○提出書類 

   ①「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制

確保事業費補助金」に係る消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書 

   ②（別紙）消費税等の仕入控除税額にかかる概要書（積算の内訳等） 

   ③消費税等の確定申告書の写し 

   ④課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（確定申告書付表２）の写し 
 
 

 ○その他注意点 

（１）返納額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算してください。 

   ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用

いてください。 

（２）減価償却費のように支出を伴わない費用は、計算から除外してください。 

（３）算出された返納額は、円未満切り捨てとしてください。 
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